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（２） 変更の内容 
  変更の内容は次のとおりであります。 

（下線部は変更箇所を示しております） 

現行定款 変更案 

（事業年度） 

第41条 当会社の事業年度は、毎年１月１日 

から12月31日までの１年とする。  

（剰余金の配当基準日）  

第43条（条文省略） 

２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年６月

30日とする。  

３ （条文省略）  

（事業年度） 

第41条 当会社の事業年度は、毎年４月１日

から翌年３月31日までの１年とす

る。 

（剰余金の配当基準日） 

第43条（現行どおり） 

２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年９月

30日とする。  

３ （現行どおり） 

附則 
第 1 条 第 20 条の規定にかかわらず、平成 

28 年 3 月 23 日開催の第 8 期定時株

主総会において選任された取締役の

任期は、第 9 期事業年度に関する定

時株主総会の終結の時までとする。

第 2 条 第 41 条の規定にかかわらず、平成 28

年 1 月 1 日から始まる第 9 期事業年

度は、平成 29 年 3 月 31 日までの 15

か月間とする。 

第 3 条 第 43 条の規定にかかわらず、第９期

事業年度の中間配当の基準日は平成

28 年６月 30 日とする。 

第 4 条 平成 28 年 3 月 23 日開催の第 8 期定

時株主総会において再任された会計

監査人の任期は、第 9 期事業年度に

関する定時株主総会の終結の時まで

とする。 

第 5 条 本附則は、第 9 期事業年度に関する 

定時株主総会終結後これを削除する。

 

 



 

（３） 日程 

  第 8 期定時株主総会開催日：平成 28 年 3 月 23 日（予定） 

  定款変更の効力発生日：平成 28 年 3 月 23 日（予定） 

以 上 


